
県事協

2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

給与条例上の扶養親族として認定されていない者で，恒常的な収入が年額130万円
（公的年金等受給者の場合は年額180万）未満である者を認定申告する場合に「被
扶養者認定申告書」〔整理番号10〕に添付する。

学生等の場合〔整理番号12〕を利用する

雇用保険の基本手当を日額3,612円以上
受給している期間（給付対象期間）は，
被扶養者として認められない。
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